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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月5日(2012.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　本明細書では、そうではないと明確に述べられないかまたは用法の脈絡によってそれと
は反対を示されない限り、本明細書の主題の実施形態が、ある種の特徴または要素を含む
（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）、含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）、含有する（ｃｏｎｔａｉｎｉ
ｎｇ）、有する（ｈａｖｉｎｇ）、それらからなるまたはそれらでもしくはそれらから構
成されると述べられるかまたは記載される場合、明確に述べられるかまたは記載されるも
のに加えて１つ以上の特徴または要素がこの実施形態中に存在してもよい。しかしながら
、本明細書の主題の代わりの実施形態は、ある種の特徴または要素から本質的になると述
べられるかまたは記載されてもよく、その実施形態において、実施形態の運用の原則また
は特徴的な特性を実質的に変更するであろう特徴または要素はその中に存在しない。本明
細書の主題のさらなる代わりの実施形態は、ある種の特徴または要素からなると述べられ
るかまたは記載されてもよく、その実施形態において、またはそれのごくわずかな変形に
おいて、具体的に述べられるかまたは記載される特徴または要素だけが存在する。
　本明細書では、そうではないと明確に述べられないかまたは用法の脈絡によってそれと
は反対を示されない限り、
　（ａ）本明細書に列挙される量、サイズ、範囲、調合物、パラメーター、ならびに他の
量および特性は、特に用語「約」によって修正されるときに、正確であってもよいが、正
確である必要はなく、そしてまたおおよそであってもよくおよび／または、本発明の脈略
内で、述べられた値への機能的なおよび／または使用できる等価性を有するその外側のそ
れらの値の述べられた値内への包含だけでなく、許容範囲、換算係数、丸め、測定誤差な
どを反映して、述べられるものより大きくてももしくは小さくてもよく；
　（ｂ）部、百分率または比の全数量は、重量による部、百分率または比として与えられ
；
　（ｃ）本発明の要素または特徴の存在の言明または記載に関して不定冠詞「ａ」または
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「ａｎ」の使用は、要素または特徴の存在を数の上で１つに限定せず；そして
　（ｄ）単語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」および「含む
（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」は、実際にそれが当てはまらない場合、あたかもそれらの後に
語句「限定なしに」が続くかのように読まれ、解釈されるべきである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　以上、本発明を要約すると下記のとおりである。
１．（ａ）約４０質量部以上なおかつ約５４質量部以下の芳香族ポリイミド、（ｂ）約４
６質量部以上なおかつ約６０質量部以下の黒鉛、および（ｃ）約０．５質量部以上なおか
つ約３．０質量部以下のセピオライト充填剤を混合剤で含み、ここで一緒に合わせた全質
量部が合計で１００質量部になる、組成物。
２．ポリイミドが芳香族テトラカルボン酸化合物またはその誘導体から製造され、ここで
芳香族テトラカルボン酸化合物が式（II）：
【化８】

（式中、Ｒ1は四価の芳香族基であり、各Ｒ3は独立して、水素もしくはＣ1～Ｃ10アルキ
ル基、またはそれらの混合物である）
で表される、上記１に記載の組成物。
３．ポリイミドが、３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸、２，３，３’，
４’－ビフェニルテトラカルボン酸、ピロメリット酸、および３，３’，４，４’－ベン
ゾフェノンテトラカルボン酸、もしくはそれらの誘導体、またはそれらの混合物からなる
群から選択される芳香族テトラカルボン酸化合物から製造される上記１に記載の組成物。
４．ポリイミドが、化学構造Ｈ2Ｎ－Ｒ2－ＮＨ2（式中、Ｒ2は、最大１６個までの炭素原
子を含有し、任意選択的に－Ｎ－、－Ｏ－、および－Ｓ－からなる群から選択される１つ
以上のヘテロ原子を芳香環中に含有する、二価の芳香族ラジカルである）で表されるジア
ミン化合物から製造される上記１に記載の組成物。
５．ポリイミドが、２，６－ジアミノピリジン、３，５－ジアミノピリジン、１，２－ジ
アミノベンゼン、１，３－ジアミノベンゼン、１，４－ジアミノベンゼン、２，６－ジア
ミノトルエン、２，４－ジアミノトルエン、ベンジジンおよび３，３’－ジメチルベンジ
ジンからなる群から選択されるジアミン化合物から製造される上記１に記載の組成物。
６．ポリイミドが繰り返し単位
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【化９】

（式中、Ｒ2は、
　ｐ－フェニレンラジカル、

【化１０】

　ｍ－フェニレンラジカル、
【化１１】

およびそれらの混合物
よりなる群から選択される）
を含む上記１に記載の組成物。
７．Ｒ2基の６０モル％より大～約８５モル％がｐ－フェニレンラジカルで構成され、約
１５～４０モル％未満がｍ－フェニレンラジカルで構成される上記６に記載の組成物。
８．Ｒ2基の約７０モル％がｐ－フェニレンラジカルで構成され、Ｒ2基の約３０モル％が
ｍ－フェニレンラジカルで構成される上記６に記載の組成物。
９．（ａ）約４２質量部以上なおかつ約５２質量部以下の芳香族ポリイミド、（ｂ）約４
８質量部以上なおかつ約５８質量部以下の黒鉛、および（ｃ）約０．７５質量部以上なお
かつ約２．７５質量部以下のセピオライト充填剤を含み、ここで一緒に合わせた全質量部
が合計で１００質量部になる、上記１に記載の組成物。
１０．成分（ｃ）がセピオライト充填剤およびカオリン充填剤の両方を含む上記１に記載
の組成物。
１１．セピオライト充填剤がレオロジーグレードのセピオライト粘土を含む上記１に記載
の組成物。
１２．セピオライト充填剤が未改質または未被覆表面を有する粒子を含む上記１に記載の
組成物。
１３．成分（ｄ）として１つまたはそれ以上の添加剤を、全（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＋（
ｄ）組成物の質量に基づいて約５～約７０質量％の範囲の量でさらに含み、これに加え（
ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）成分の一緒に合わせた質量が全組成物の約３０～約９５質量％の範
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囲にある、上記１に記載の組成物。
１４．添加剤が、顔料；酸化防止剤；低下した熱膨張係数を付与する材料；高い強度特性
を付与する材料；熱放散または耐熱特性を付与する材料；耐コロナ性を付与する材料；電
気伝導性を付与する材料；および摩耗または摩擦係数を低下させる材料からなる群の１つ
またはそれ以上のメンバーを含む上記１３に記載の組成物。
１５．上記１に記載の組成物から二次加工される物品。
１６．内燃機関の部材を含む上記１５に記載の物品。
１７．航空機部材を含む上記１５に記載の物品。
１８．自動車部材を含む上記１５に記載の物品。
１９．ブッシング、ベアリング、ワッシャ、シールリング、摩耗パッドまたはスライドブ
ロックを含む上記１５に記載の物品。
２０．ガスリサイクルシステム；クラッチシステム；ポンプ；ターボチャージャ；逆スラ
スト装置、エンジン室、フラップシステム；射出成形機；コンベヤ、ベルトプレス；およ
び幅出し機フレーム用の部材を含む上記１５に記載の物品。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）約４０質量部以上なおかつ約５４質量部以下の芳香族ポリイミド、（ｂ）約４６
質量部以上なおかつ約６０質量部以下の黒鉛、および（ｃ）約０.５質量部以上なおかつ
約３.０質量部以下のセピオライト充填剤を混合剤で含み、ここで一緒に合わせた全質量
部が合計で１００質量部になる、組成物。
【請求項２】
　成分（ｄ）として１つまたはそれ以上の添加剤を、全（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＋（ｄ）
組成物の質量に基づいて約５～約７０質量％の範囲の量でさらに含み、これに加え（ａ）
＋（ｂ）＋（ｃ）成分の一緒に合わせた質量が全組成物の約３０～約９５質量％の範囲に
ある、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　請求項１に記載の組成物から二次加工される物品。
【請求項４】
　内燃機関の部材、航空機部材または自動車部材を含む請求項３に記載の物品。
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